
個票

個票

）

1,612,062

（個別事業の内容）　※（注）３

＜個別事業における現状と課題＞
　「少子化社会対策大綱」においては、「今こそ結婚、妊娠・出産、子育ての問題の重要性を社会全体として認識し、少子化という国民共通の
困難に真正面から立ち向かう時期に来ている。」とされ、少子化に歯止めをかけるため、社会全体で少子化に立ち向かう必要性がますます
高まっている。
　長崎県内においては、令和2年度、令和3年度と、県・市町の連携体制のもと、結婚・子育てを応援する社会全体の機運醸成及び婚活支援
事業の一体的な展開に取り組んでいく中で、引き続き以下のような課題が挙がっている。
　・結婚・子育て支援の各分野に見られる先進的な動きの県全域への拡大・加速化
　・若年層の結婚・子育てに対する関心・積極性の低さ
　・若年層の意識醸成によるさらなる会員数の増加とマッチング率の向上
　・「新しい日常」への対応
　・企業間交流の活性化に向けた見直し
　・婚活支援の先の結婚支援、子育て支援を含めた県・市町の連携体制の強化
　このため、県の令和4年度の取組としては、結婚新生活支援や子育て支援を含めた効果的な情報発信を引き続き行いつつ、県が雇用する
地域コーディネーターや市町単位で県が委嘱する市町コーディネーターにより、県・市町の連携体制を一層強化し、婚活サポーターの掘り起
こし、婚活支援に協力する企業・団体の拡大、婚活支援に関する情報発信の強化等に取り組むこととなっている。

　このような状況の中、本市においては、県市共通の課題である未婚化・晩婚化に歯止めをかけるため、県との連携により、令和3年度はコ
ロナ禍における「新しい日常」に対応した新しい結婚支援の在り方を踏まえつつ、引き続き専属の相談員の配置による結婚相談全般の対
応、専門家による個別カウンセリング体制のさらなる強化に取り組んだものの、出逢いの創出に繋がるマッチングイベントや地域全体の機運
醸成に資するセミナー等の実施については、感染症流行の状況も影響し、十分な取り組みが行えなかった。しかしながら、「県お見合システ
ム」への会員登録及び利用促進への取り組みについては、ますます機能が充実したこと等により、順調に会員数増の実績をあげているとこ
ろである。

＜課題への対応＞
　上記の課題に対応するため、令和4年度は、引き続き「新しい日常」に対応した結婚支援の在り方を意識しながら、婚活に関する市民の相
談に丁寧に対応するとともに、県と連携した結婚支援に関する情報発信、婚活支援事業の４本柱と連動したイベント（・セミナー）の開催、婚
活サポーターの養成及びスキルアップ、お見合いシステムの会員登録促進等、出逢いから結婚まで総合的な結婚支援に取り組む。特に、
マッチングイベントやセミナーについては、県委嘱のコーディネータ―を兼ねる本市婚活コンシェルジュの企業・団体訪問等での口コミ等によ
る参加者の拡大を図る。
  なお、推進にあたっては、県・市町・民間団体で構成する「長崎県婚活サポート官民連携協議会」において取組内容の協議や取組状況・成
果の共有などを行い、各主体が連携した重層的な働きかけにより相乗効果を発現させ、効果的な機運醸成と婚活支援の活性化を図る。

自治体間連携を伴う取組に対する支援

関 連 事 業 メ ニ ュ ー 1_1 結婚に対する取組

対象経費支出予定額
※（注）１

別紙様式第１　様式2-1

自治体における少子化
対策の全体像及びその
中での本個別事業の位
置付け　※（注）２

「第2期島原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」における４つの基本目標のうち、「３．若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる」ことを政策分野の一つにあげ、「１．出逢いから結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援を行う」
ことを重点項目とし、その中に「(1)地域に応じた、出逢いから家庭づくりの支援」を重点課題に掲げており、本事業は、上
記を実現するための重要な事業である。

　本市における、婚活支援事業による成婚数は２件（令和２年度）、子育てしやすいと思う保護者の割合（就学前児童の
保護者）は７４％（平成３０年度）となっている。
　県が平成29年度に実施した「長崎県版合計特殊出生率『見える化』分析」によると、本市の合計特殊出生率は１．６７
（2006-2010年）から１．８３（2011-2015年）と上昇しているものの、変化量を要因分解した結果、有配偶率は０．０６８ポ
イント低下、有配偶出生率は０．２２４ポイント上昇しており、有配偶率の減少量を有配偶出生率の上昇量で補い、その
残余量が合計特殊出生率の上昇幅となっている状況が明らかとなった。
　このことから、本市の合計特殊出生率の上昇のためには、「子育て支援」と「結婚支援」を少子化対策の両輪として推
進しながらも、有配偶率の上昇を図るための結婚支援に一層力を入れることが最も重要であると言える。
  また、県・市町を挙げて機運の醸成に取り組んでいるものの、結婚・子育ての応援者がいまだ少ないことや、若年層の
結婚・子育てに対する意識が十分でないことなども課題となっている。

　

島原市 (都道府県：

重点課題事業

区 分

個
別
事
業
の
内
容

①

自治体名

個 別 事 業 名

実施期間

令和４年度地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書 （市町村分）

事 業 メ ニ ュ ー

継続

交付決定日 ～ 令和5年3月31日 事業開始年度 平成26 年度

しまばら結婚サポート事業（窓口・イベント）

長崎県

円

新規／継続
(一般財源での
実施も含む)



＜個別事業における現状と課題＞
　「少子化社会対策大綱」においては、「今こそ結婚、妊娠・出産、子育ての問題の重要性を社会全体として認識し、少子化という国民共通の
困難に真正面から立ち向かう時期に来ている。」とされ、少子化に歯止めをかけるため、社会全体で少子化に立ち向かう必要性がますます
高まっている。
　長崎県内においては、令和2年度、令和3年度と、県・市町の連携体制のもと、結婚・子育てを応援する社会全体の機運醸成及び婚活支援
事業の一体的な展開に取り組んでいく中で、引き続き以下のような課題が挙がっている。
　・結婚・子育て支援の各分野に見られる先進的な動きの県全域への拡大・加速化
　・若年層の結婚・子育てに対する関心・積極性の低さ
　・若年層の意識醸成によるさらなる会員数の増加とマッチング率の向上
　・「新しい日常」への対応
　・企業間交流の活性化に向けた見直し
　・婚活支援の先の結婚支援、子育て支援を含めた県・市町の連携体制の強化
　このため、県の令和4年度の取組としては、結婚新生活支援や子育て支援を含めた効果的な情報発信を引き続き行いつつ、県が雇用する
地域コーディネーターや市町単位で県が委嘱する市町コーディネーターにより、県・市町の連携体制を一層強化し、婚活サポーターの掘り起
こし、婚活支援に協力する企業・団体の拡大、婚活支援に関する情報発信の強化等に取り組むこととなっている。

　このような状況の中、本市においては、県市共通の課題である未婚化・晩婚化に歯止めをかけるため、県との連携により、令和3年度はコ
ロナ禍における「新しい日常」に対応した新しい結婚支援の在り方を踏まえつつ、引き続き専属の相談員の配置による結婚相談全般の対
応、専門家による個別カウンセリング体制のさらなる強化に取り組んだものの、出逢いの創出に繋がるマッチングイベントや地域全体の機運
醸成に資するセミナー等の実施については、感染症流行の状況も影響し、十分な取り組みが行えなかった。しかしながら、「県お見合システ
ム」への会員登録及び利用促進への取り組みについては、ますます機能が充実したこと等により、順調に会員数増の実績をあげているとこ
ろである。

＜課題への対応＞
　上記の課題に対応するため、令和4年度は、引き続き「新しい日常」に対応した結婚支援の在り方を意識しながら、婚活に関する市民の相
談に丁寧に対応するとともに、県と連携した結婚支援に関する情報発信、婚活支援事業の４本柱と連動したイベント（・セミナー）の開催、婚
活サポーターの養成及びスキルアップ、お見合いシステムの会員登録促進等、出逢いから結婚まで総合的な結婚支援に取り組む。特に、
マッチングイベントやセミナーについては、県委嘱のコーディネータ―を兼ねる本市婚活コンシェルジュの企業・団体訪問等での口コミ等によ
る参加者の拡大を図る。
  なお、推進にあたっては、県・市町・民間団体で構成する「長崎県婚活サポート官民連携協議会」において取組内容の協議や取組状況・成
果の共有などを行い、各主体が連携した重層的な働きかけにより相乗効果を発現させ、効果的な機運醸成と婚活支援の活性化を図る。

≪取組内容１≫長崎県婚活サポート官民連携協議会への参加（小計：5,200円）
　県・市町及び団体が連携し、婚活支援事業等を一体的に推進するため、構成団体相互の連絡・調整を図る場として開催する。
　・構成団体：長崎県、県内21市町、長崎県商工会議所連合会、長崎県商工会連合会、長崎県漁業協同組合連合会、
　　　　　　　　 長崎県中小企業団体中央会、長崎県農業協同組合中央会、長崎県生活協同組合連合会、ながさきめぐりあい事務局
　・開催回数（予定）：年2回　※オンラインでの開催もあり
　・協議テーマ（予定）：
　　- 本県の少子化の現状及び企業を巻き込んだ結婚・子育て応援の機運醸成に関する研究
　　- 県内外の事例研究
　　- 令和4年度の取組について（実施方法の検討、進捗状況の共有など）
　　- 令和5年度以降の取組について（今後の展開、目標共有、さらなる連携の検討など）

≪取組内容２≫婚活支援窓口における県事業と連動した事業の展開　（小計：1,018,862円）
　本市においては、平成26年度に結婚相談窓口を開設しているが、県が婚活支援の4本柱及び婚活支援セミナー等を実施するにあたり、本
市においても窓口機能を強化し、企業訪問によるWizCon NAGASAKIの取組拡大及びセミナー・イベントへの参加働きかけや、市の取組と連
動した県のお見合いシステムの登録促進、県セミナーと連動した市の婚活支援事業の企画運営、県と連携した婚活サポーターの掘り起こし・
養成・スキルアップを行うことにより、県の取組の活用によるマッチング機会の拡大と婚活支援事業の充実を図る。特に、地域全体の機運醸
成については、県委嘱のコーディネータ―を兼ねる本市の婚活コンシェルジュの企業、団体訪問等により、婚活サポーターと婚活支援の協
力団体等の増加を図る。

＜市の役割＞
　・婚活コンシェルジュの設置、窓口運営
　・婚活支援員による企業への働きかけ、連絡調整、問い合わせ対応
　・県お見合いシステムの周知広報と登録受付
　・県事業への企画提案
　・県事業と連動した婚活支援事業の企画、イベント・セミナー等の開催
　・県と連携した婚活サポーター研修の実施、制度の運用

＜県の役割＞
　・地域コーディネーターによる参画者の拡大、情報発信の強化
　・婚活支援の４本柱の運営と市町への支援（事業の市町別実績報告、業界団体等との連絡調整と
　　団体等を経由した企業情報の市町への提供、事業実施ノウハウ提供、タブレット貸出等）
　・市町窓口の周知（メディアタイアップ・新聞・ウェブサイト、広報資料等への掲載、応援宣言企業等への
　　情報提供、結婚応援者による周知等）

＜連携により見込まれる効果＞
　・システムを自前で開発することなく、県の婚活支援の４本柱を活用して少ない財政負担で市町の
　　成婚実績を上げることができる。
　・市と県で窓口の周知を行うことにより、相乗効果が得られる。
　　（参考）R3　お見合いシステム新規会員数
　　　-  4～9月　　158人（1月あたり約26人）
　　　- 10～12月　347人（1月あたり約115人）
　　　　　※10～12月は、市町広報誌での告知、ながさき縁結び新聞の県・市町共同配布を実施
　・市外在住者とのマッチングが期待できる。

≪取組内容３≫県の婚活支援事業（４本柱等）と連動したイベント・セミナーの開催（小計：588,000円）
　県が実施する婚活支援事業（４本柱や婚活支援セミナー等）と連動し、市においても、県の婚活支援の４本柱の詳しい事業紹介や登録コー
ナーを設けたイベント（・セミナー）を開催する。特に、マッチングイベントやセミナーについては、県委嘱のコーディネータ―を兼ねる本市婚活
コンシェルジュの企業・団体訪問等での口コミ等による参加者の拡大を図る。

＜市の役割＞
　イベント・セミナーの開催
　　　   ・事前セミナー付婚活イベント（30人×1回、市内外の男女を対象）
　　　　・お見合いシステム会員、WizCon NAGASAKI登録者を中心に実施【連動①】
　　　　・県の婚活支援４本柱を紹介する時間を設け、４本柱の相互乗り入れによる参加者の増加を図る【連動②】
　　　　・婚活セミナー（30人×1回、市内親御さん、地域住民を対象）
　　　　　　＜広報媒体＞①市ＨＰ　②市公式Facebook、Twitter、LINE　③町内会・自治会班回覧　④地元ケーブルテレビ
                                             ⑤地元FMラジオ　⑥公共施設チラシ設置（500枚）　⑦市内企業への配布（500枚）
　　　　　　 ※上記広報媒体の選定理由・・・幅広い世代（婚活当事者、親世代、同居家族）、幅広い職場職域に周知が可能である

＜県の役割＞
　・地域コーディネーターによる参画者の拡大、情報発信の強化
　・婚活支援の４本柱の実施
　・市町のイベント・セミナーの周知（メディアタイアップ・新聞・ウェブサイト、広報資料等への掲載、応援宣言企業等への
　　情報提供、結婚応援者による周知等）
　・市町と連携したセミナーの開催

＜連携により見込まれる効果＞
　・県の４本柱と連携した広報による集客の効率化
　・県事業の活用による市予算の効率化
　・市町民による県の４本柱の活用促進
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≪取組内容１≫長崎県婚活サポート官民連携協議会への参加（小計：5,200円）
　県・市町及び団体が連携し、婚活支援事業等を一体的に推進するため、構成団体相互の連絡・調整を図る場として開催する。
　・構成団体：長崎県、県内21市町、長崎県商工会議所連合会、長崎県商工会連合会、長崎県漁業協同組合連合会、
　　　　　　　　 長崎県中小企業団体中央会、長崎県農業協同組合中央会、長崎県生活協同組合連合会、ながさきめぐりあい事務局
　・開催回数（予定）：年2回　※オンラインでの開催もあり
　・協議テーマ（予定）：
　　- 本県の少子化の現状及び企業を巻き込んだ結婚・子育て応援の機運醸成に関する研究
　　- 県内外の事例研究
　　- 令和4年度の取組について（実施方法の検討、進捗状況の共有など）
　　- 令和5年度以降の取組について（今後の展開、目標共有、さらなる連携の検討など）

≪取組内容２≫婚活支援窓口における県事業と連動した事業の展開　（小計：1,018,862円）
　本市においては、平成26年度に結婚相談窓口を開設しているが、県が婚活支援の4本柱及び婚活支援セミナー等を実施するにあたり、本
市においても窓口機能を強化し、企業訪問によるWizCon NAGASAKIの取組拡大及びセミナー・イベントへの参加働きかけや、市の取組と連
動した県のお見合いシステムの登録促進、県セミナーと連動した市の婚活支援事業の企画運営、県と連携した婚活サポーターの掘り起こし・
養成・スキルアップを行うことにより、県の取組の活用によるマッチング機会の拡大と婚活支援事業の充実を図る。特に、地域全体の機運醸
成については、県委嘱のコーディネータ―を兼ねる本市の婚活コンシェルジュの企業、団体訪問等により、婚活サポーターと婚活支援の協
力団体等の増加を図る。

＜市の役割＞
　・婚活コンシェルジュの設置、窓口運営
　・婚活支援員による企業への働きかけ、連絡調整、問い合わせ対応
　・県お見合いシステムの周知広報と登録受付
　・県事業への企画提案
　・県事業と連動した婚活支援事業の企画、イベント・セミナー等の開催
　・県と連携した婚活サポーター研修の実施、制度の運用

＜県の役割＞
　・地域コーディネーターによる参画者の拡大、情報発信の強化
　・婚活支援の４本柱の運営と市町への支援（事業の市町別実績報告、業界団体等との連絡調整と
　　団体等を経由した企業情報の市町への提供、事業実施ノウハウ提供、タブレット貸出等）
　・市町窓口の周知（メディアタイアップ・新聞・ウェブサイト、広報資料等への掲載、応援宣言企業等への
　　情報提供、結婚応援者による周知等）

＜連携により見込まれる効果＞
　・システムを自前で開発することなく、県の婚活支援の４本柱を活用して少ない財政負担で市町の
　　成婚実績を上げることができる。
　・市と県で窓口の周知を行うことにより、相乗効果が得られる。
　　（参考）R3　お見合いシステム新規会員数
　　　-  4～9月　　158人（1月あたり約26人）
　　　- 10～12月　347人（1月あたり約115人）
　　　　　※10～12月は、市町広報誌での告知、ながさき縁結び新聞の県・市町共同配布を実施
　・市外在住者とのマッチングが期待できる。

≪取組内容３≫県の婚活支援事業（４本柱等）と連動したイベント・セミナーの開催（小計：588,000円）
　県が実施する婚活支援事業（４本柱や婚活支援セミナー等）と連動し、市においても、県の婚活支援の４本柱の詳しい事業紹介や登録コー
ナーを設けたイベント（・セミナー）を開催する。特に、マッチングイベントやセミナーについては、県委嘱のコーディネータ―を兼ねる本市婚活
コンシェルジュの企業・団体訪問等での口コミ等による参加者の拡大を図る。

＜市の役割＞
　イベント・セミナーの開催
　　　   ・事前セミナー付婚活イベント（30人×1回、市内外の男女を対象）
　　　　・お見合いシステム会員、WizCon NAGASAKI登録者を中心に実施【連動①】
　　　　・県の婚活支援４本柱を紹介する時間を設け、４本柱の相互乗り入れによる参加者の増加を図る【連動②】
　　　　・婚活セミナー（30人×1回、市内親御さん、地域住民を対象）
　　　　　　＜広報媒体＞①市ＨＰ　②市公式Facebook、Twitter、LINE　③町内会・自治会班回覧　④地元ケーブルテレビ
                                             ⑤地元FMラジオ　⑥公共施設チラシ設置（500枚）　⑦市内企業への配布（500枚）
　　　　　　 ※上記広報媒体の選定理由・・・幅広い世代（婚活当事者、親世代、同居家族）、幅広い職場職域に周知が可能である

＜県の役割＞
　・地域コーディネーターによる参画者の拡大、情報発信の強化
　・婚活支援の４本柱の実施
　・市町のイベント・セミナーの周知（メディアタイアップ・新聞・ウェブサイト、広報資料等への掲載、応援宣言企業等への
　　情報提供、結婚応援者による周知等）
　・市町と連携したセミナーの開催

＜連携により見込まれる効果＞
　・県の４本柱と連携した広報による集客の効率化
　・県事業の活用による市予算の効率化
　・市町民による県の４本柱の活用促進

個
別
事
業
の
内
容



個別事業の重要業績評
価指標(KPI)及び定量的

成果目標　※（注）６

他自治体との連携・役
割分担の考え方及び具

体的方法　※（注）７

民間事業者との連携・
役割分担の考え方及び

具体的方法　※（注）８

委託契約の有無
※優良事例の横展開支援事業
又は重点課題事業を実施する

場合のみ記載

項目 単位

合計特殊出生率 ％

婚姻件数 件

婚姻率 ％

回

・登録会員数に対する引き合わせ成立者数の割合 ％

70 (R2 57人)

目標値 現状値

123(R2)

2.8(R2)

目標値 現状値

3 (R2  0回)

　（市町単独で行った場合　4社）

・会員登録数

・カップル成立人数

・成婚数

　（市町単独で行った場合　60％）

　（市町単独で行った場合　5人）

＜事前セミナー付イベント＞

　（市町単独で行った場合　50％）

少子化対策全体の重要
業績評価指標(KPI)及び
定量的成果目標　※（注）４

参考指標
※（注）５

合計特殊出生率 ％ 2.1(R6) 1.93(H29)

直近の実績

(R2　3社)

KPI項目

【企業等への働きかけ】

イベント等によるカップル成立数 組 30(R6) 0(R2)

1.83(H27)

- 11(R2)

-

県の地域コーディネーターと連携し、民間団体等を通じ、結婚応援者拡大に向けた働きかけを行うとともに、市の結婚支
援事業に関する情報提供を行う。
民間事業者は、従業員に対し、市の婚活支援事業（窓口、イベント・セミナー、相談会等）に関する情報提供を行う。

無
上記「事業内容」について、
「地方創生推進交付金」の

申請の有無

長崎県婚活サポート官民連携協議会において検討された役割分担に基づき、県においても、企業・団体及び県民に対
し、市町窓口及びイベント・セミナーのPRを行う。

有

KPI項目

5

　（市町単独で行った場合　1回）

単位

人

70

人

　（市町単独で行った場合　60人）

【お見合いシステム登録促進】

(R2 62.2％)

2(R2)件

単位

・企業間交流事業参加企業数 社

・グループ交流回数

・研修参加目標人数達成率 ％ 100 (R2 30％)

・研修参加目標人数 人 10 (R2 3人)

【婚活サポーター養成】

(R2 0人）

　

【イベント・セミナー】

　（市町単独で行った場合　50％）

・育成されたサポーターの人数 人 5

　（市町単独で行った場合　2人）

・参加目標人数 人 30 (R2 46人)

　（市町単独で行った場合　20人）

・参加目標人数達成率 ％ 100

　（市町単独で行った場合　50％）

・友人等に薦めたいと思った人の割合 ％ 60 (R1 50％)

(R2 30％)

＜婚活セミナー＞

・参加目標人数 人 30 -

　（市町単独で行った場合　15人）

・参加目標人数達成率 ％ 100 -

　（市町単独で行った場合　50％）

【参考】

　（市町単独で行った場合　75％）

・友人等に薦めたいと思った人の割合 ％ 60 -



（注）
１「対象経費支出予定額」には、本交付金の対象外経費を除いた対象経費支出予定額（補助率を乗じる前の額）を記入すること。また、金額の根拠となる資料（見積書
等）を添付すること。
２「自治体における少子化対策の全体像及びその中での本個別事業の位置付け」には、これまでの自治体における少子化対策の全体像及びその効果検証から浮かび
上がった地域の実情及び課題と、それらを踏まえた、自治体における少子化対策の全体像及びその中での本個別事業の位置付けを記載すること。
３「個別事業の内容」には、本個別事業の具体的内容を記載すること。また、事業内容を検討する上で参考とした既存事業があれば、都道府県名又は市町村名、事業名
を記載すること。
　※個別事業を次年度以降も自立的に発展させるため、事業内容の末尾に必ず次年度以降に向けた事業の方向性を記載すること。
４「少子化対策全体の重要業績評価指標(KPI)及び定量的成果目標」については、自治体の少子化対策全体のKPI及び定量的成果目標を達成予定時期を含め記載する
こと。また、各自治体は少なくとも令和４年度終了時点に、各自治体において効果検証を実施すること。
５「参考指標」には、各自治体の合計特殊出生率、婚姻件数、婚姻率を記載すること。
６「個別事業の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果目標」には、自治体における少子化対策の全体像の中での本個別事業の位置付けを踏まえ、KPI及び定量的成
果目標を達成予定時期を含め記載すること。また、各自治体において効果検証を実施すること。
　※過去に関連する事業を実施している場合は、過去に設定したKPIを踏まえたKPIを設定すること。
　※結婚支援センター事業を実施する場合は、参考として直近年度の「会員登録数」「引き合わせ成立者数」「カップル成立組数」「成婚数」を記載すること。
７「他自治体との連携・役割分担の考え方及び具体的方策」には、本個別事業を他の都道府県や市町村と連携のもと実施する場合、その考え方及び具体的方法を記載
すること。
８「民間事業者との連携・役割分担の考え方及び具体的方法」には、本個別事業を民間事業者との連携のもと実施する場合、その考え方及び具体的方法を記入するこ
と。


